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（ 別 紙 ） 
○「介護サービス情報の公表」制度の施行について（平成 18 年 3 月 31 日老発第 0331007 号厚生労働省老健局振興課長通知） 

改   正   後 現    行 

 

別紙 

 

 

Ⅰ （略） 
Ⅱ （略）  

１・２ （略） 

３ 調査員 

（１）調査員の確保 

 （略） 

なお、介護サービスの種類ごとに行う調査員養成研修に

おいて、調査員養成研修を修了した介護サービスが属する

次の区分に属する他の介護サービスについても、調査員養

成研修のすべての課程を修了したものとみなすことができ

ることや、①、⑤、⑦及び⑪の各区分において、それぞれ

当該各区分内に掲げるいずれかの介護サービスに係る講義

を修了した者については、⑨及び⑩に掲げる介護サービス

に係る講義を修了したとみなすことができることに留意す

る。  
 （略） 

 

〈 区  分 〉  

①  訪 問 介 護 ＋ 介 護 予 防 訪 問 介 護 ＋ 夜 間 対 応 型 訪 問

介 護  

② ～ ④  （ 略 ）  

⑤  通 所 介 護 ＋ 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 ＋ 介 護 予 防 通

所 介 護 ＋ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 ＋ 指 定 療

養 通 所 介 護 （ 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 基 準 第 １ ０ ５ 条

の ２ に 規 定 す る 指 定 療 養 通 所 介 護 を い う 。 以 下 同

 

別紙 

 

 

Ⅰ （略） 
Ⅱ （略）  

１・２ （略）  
３ 調査員 

（１）調査員の確保 

 （略） 

なお、介護サービスの種類ごとに行う調査員養成研修に

おいて、調査員養成研修を修了した介護サービスが属する

次の区分に属する他の介護サービスについても、調査員養

成研修のすべての課程を修了したものとみなすことができ

ることに留意する。  
 

 

 

 

 （略） 

 

〈 区  分 〉  

①  訪 問 介 護 ＋ 介 護 予 防 訪 問 介 護  

 

② ～ ④  （ 略 ）  

⑤  福 祉 用 具 貸 与 ＋ 特 定 福 祉 用 具 販 売 ＋ 介 護 予 防 福

祉 用 具 貸 与 ＋ 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売  

⑥  通 所 介 護 ＋ 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 ＋ 介 護 予 防 通

所 介 護 ＋ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護  
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じ 。 ）  

⑥   通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ＋ 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ

リ テ ー シ ョ ン  

⑦  特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 ＋ 地 域 密 着 型 特 定 施 設

入 居 者 生 活 介 護 ＋ 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介

護  

⑧  福 祉 用 具 貸 与 ＋ 特 定 福 祉 用 具 販 売 ＋ 介 護 予 防 福

祉 用 具 貸 与 ＋ 特 定 介 護 予 防 福 祉 用 具 販 売  

⑨  小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 ＋ 介 護 予 防 小 規 模 多 機

能 型 居 宅 介 護  

⑩  認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 ＋ 介 護 予 防 認 知 症 対

応 型 共 同 生 活 介 護  

⑪  介 護 老 人 福 祉 施 設 ＋ 短 期 入 所 生 活 介 護 ＋ 介 護 予

防 短 期 入 所 生 活 介 護 ＋ 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施

設 入 所 者 生 活 介 護  

⑫  介 護 老 人 保 健 施 設 ＋ 短 期 入 所 療 養 介 護 （ 介 護 老

人 保 健 施 設 ） ＋ 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 （ 介 護

老 人 保 健 施 設 ）  

⑬  介 護 療 養 型 医 療 施 設 ＋ 短 期 入 所 療 養 介 護 （ 介 護

療 養 型 医 療 施 設 ） ＋ 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 （

介 護 療 養 型 医 療 施 設 ）  

 

（ ２ ） （ 略 ）  

Ⅲ 介護サービス情報の公表制度の実施方法等 

１ 情報の公表を行う介護サービスの種類 

 情報の公表を行う介護サービスは、省令第１４０条の２９

第１項に規定される訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪

問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション

、短期入所生活介護、短期入所療養介護（省令第１４条第４

号に掲げる診療所に係るものを除く。）、特定施設入居者生

活介護（養護老人ホームに係るものを除く。）、福祉用具貸

与、特定福祉用具販売、夜間対応型訪問介護、認知症対応型

 

⑦  通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン ＋ 介 護 予 防 通 所 リ ハ ビ

リ テ ー シ ョ ン  

⑧  特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 ＋ 地 域 密 着 型 特 定 施 設

入 居 者 生 活 介 護 ＋ 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介

護  

 

 

 

 

 

 

⑨  介 護 老 人 福 祉 施 設 ＋ 短 期 入 所 生 活 介 護 ＋ 介 護 予

防 短 期 入 所 生 活 介 護 ＋ 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施

設 入 所 者 生 活 介 護  

⑩  介 護 老 人 保 健 施 設 ＋ 短 期 入 所 療 養 介 護 （ 介 護 老

人 保 健 施 設 ） ＋ 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 （ 介 護

老 人 保 健 施 設 ）  

⑪  介 護 療 養 型 医 療 施 設 ＋ 短 期 入 所 療 養 介 護 （ 介 護

療 養 型 医 療 施 設 ） ＋ 介 護 予 防 短 期 入 所 療 養 介 護 （

介 護 療 養 型 医 療 施 設 ）  

 

（ ２ ） （ 略 ）  

Ⅲ 介護サービス情報の公表制度の実施方法等 

１ 情報の公表を行う介護サービスの種類 

 情報の公表を行う介護サービスは、省令第１４０条の２９

に規定される訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハ

ビリテーション、通所介護（指定療養通所介護を除く。）、

通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養

介護、特定施設入居者生活介護（養護老人ホーム及び適合高

齢者専用賃貸住宅に係るもの並びに外部サービス利用型指定

特定施設入居者生活介護を除く。）、福祉用具貸与、特定福
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通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活

介護、地域密着型特定施設入居者生活介護（養護老人ホーム

に係るものを除く。）、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健

施設サービス、介護療養施設サービス（介護療養型医療施設

の入院患者の定員が８人以下である病院又は診療所に係るも

のを除く。）、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、

介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護

予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防

短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護（省令第２２

条の１４第４号に掲げる診療所に係るものを除く。）、介護

予防特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに係るものを

除く。）、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販

売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能

型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護である。

また、省令第１４０条の２９第２項に規定されるとおり、

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーショ

ン、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リ

ハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介

護予防短期入所療養介護（以下「訪問看護等」という。）の

うち、法第７１条第１項本文の規定により居宅サービスに係

る法第４１条第１項本文の指定があったものとみなされた病

院等、法第７２条第１項本文の規定により居宅サービスに係

る法第４１条第１項本文の指定があったものとみなされた介

護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設、又は法第１１

５条の１０において準用する法第７１条第１項本文及び法第

７２条第１項本文の規定により、介護予防サービスに係る法

第５３条第１項本文の指定があったものとみなされた病院等

、介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設であって、

指定があったものとみなされた日から起算して１年を経過し

ない者によって行われる訪問看護等については、法第１１５

条 の ２ ９ 第 １ 項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る サ ー ビ ス と し

な い 。  

祉用具販売、認知症対応型通所介護、地域密着型特定施設入

居者生活介護（養護老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅

に係るものを除く。）、地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健

施設サービス、介護療養施設サービス（介護療養型医療施設

の入院患者の定員が８人以下である病院又は診療所に係るも

のを除く。）、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、

介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護

予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防

短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特

定施設入居者生活介護（養護老人ホーム及び適合高齢者専用

賃貸住宅に係るもの並びに外部サービス利用型指定介護予防

特定施設入居者生活介護を除く。）、介護予防福祉用具貸与

、特定介護予防福祉用具販売及び介護予防認知症対応型通所

介護である。 
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  ただし、平成２１年４月１日に現に通所リハビリテーショ

ンに係る法第４１条第１項本文又は介護予防通所リハビリテ

ーションに係る法第５３条第１項本文の指定を受けている病

院等の開設者であって、その後において法第７１条第１項本

文の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者又は

法第１１５条の１０において準用する法第７１条第１項本文

の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者に

ついては、前段の省令第１４０条の２９第２項の規定は適用

しない。 

  なお、次の各区分において、二つ以上の介護サービスを一

体的に運営している場合には、各区分における介護サービス

の公表内容の多くが共通であることから、介護サービス事業

所、指定情報公表センター及び指定調査機関の事務負担等に

配慮し、一体的に報告及び調査を実施するものとする。 

  また、この通知において、各区分において各指定居宅サー

ビス（居宅療養管理指導、短期入所生活介護、短期入所療養

介護及び特定福祉用具販売を除く。）、指定地域密着型サー

ビス（小規模多機能型居宅介護及び認知症対応型共同生活介

護に限る。）、指定居宅介護支援、介護福祉施設サービス、

介護保健施設サービス又は介護療養施設サービスを｢主たるサ

ービス｣という。 

 

〈一体的な報告・調査を行うサービス区分（調査票様式）〉 

① 訪問介護＋介護予防訪問介護＋夜間対応型訪問介護 

② （略） 

③ 訪問看護＋介護予防訪問看護＋指定療養通所介護 

④ （略） 

 

 

⑤ 通所介護＋認知症対応型通所介護＋介護予防通所介護＋

介護予防認知症対応型通所介護＋指定療養通所介護 

⑥ 通所リハビリテーション＋介護予防通所リハビリテーシ

ョン＋指定療養通所介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、次の各区分において、二つ以上の介護サービスを一

体的に運営している場合には、各区分における介護サービス

の公表内容の多くが共通であることから、介護サービス事業

所、指定情報公表センター及び指定調査機関の事務負担等に

配慮し、一体的に報告及び調査を実施するものとする。 

  また、この通知において、各区分において平成１９年度ま

でに情報の公表の対象となっている各指定居宅サービス、指

定居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サー

ビス又は介護療養施設サービスを｢主たるサービス｣という。 

 

 

 

 

〈一体的な報告・調査を行うサービス区分（調査票様式）〉 

① 訪問介護＋介護予防訪問介護 

② （略） 

③ 訪問看護＋介護予防訪問看護 

④ （略） 

⑤ 福祉用具貸与＋特定福祉用具販売＋介護予防福祉用具貸

与＋特定介護予防福祉用具販売 

⑥ 通所介護＋認知症対応型通所介護＋介護予防通所介護＋

介護予防認知症対応型通所介護 

⑦ 通所リハビリテーション＋介護予防通所リハビリテーシ

ョン 
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⑦ 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）＋特定施設

入居者生活介護（有料老人ホーム（外部サービス利用型））

＋地域密着型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）＋

介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）＋介護

予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム（外部サービ

ス利用型）） 

⑧   特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）＋特定施設

入居者生活介護（軽費老人ホーム（外部サービス利用型）

）＋地域密着型特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム

）＋介護予防特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）

＋介護予防特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム（外

部サービス利用型）） 

⑨   特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅）＋

特定施設入居者生活介護（適合高齢者専用賃貸住（外部サ

ービス利用型））＋地域密着型特定施設入居者生活介護（

適合高齢者専用賃貸住宅）＋介護予防特定施設入居者生活

介護（適合高齢者専用賃貸住宅）＋介護予防特定施設入居

者生活介護（適合高齢者専用賃貸住宅（外部サービス利用

型）） 

⑩   福祉用具貸与＋特定福祉用具販売＋介護予防福祉用具貸

与＋特定介護予防福祉用具販売 

⑪   小規模多機能型居宅介護＋介護予防小規模多機能型居宅

介護 

⑫   認知症対応型共同生活介護＋介護予防認知症対応型共同

生活介護 

⑬  居宅介護支援 

⑭ 介護老人福祉施設＋短期入所生活介護＋介護予防短期入

所生活介護＋地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑮ 介護老人保健施設＋短期入所療養介護（介護老人保健施

設）＋介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設） 

⑯ 介護療養型医療施設＋短期入所療養介護（介護療養型医

療施設）＋介護予防短期入所療養介護（介護療養型医療施設）

 

⑧ 特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）＋地域密着

型特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）＋介護予防特

定施設入居者生活介護（有料老人ホーム） 

 

 

 

⑨ 特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）＋地域密着

型特定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム）＋介護予防特

定施設入居者生活介護（軽費老人ホーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩ 介護老人福祉施設＋短期入所生活介護＋介護予防短期入

所生活介護＋地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑪ 介護老人保健施設＋短期入所療養介護（介護老人保健施

設）＋介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設） 

⑫ 介護療養型医療施設＋短期入所療養介護（介護療養型医

療施設）＋介護予防短期入所療養介護（介護療養型医療施設

） 



- 6 -

 

 

２ ～ ５  （ 略 ）  

 

６  調 査 事 務 の 実 施  

 (1)～ (3) （ 略 ）  

 (4) 調 査 事 務 の 方 法  

ア 基本的事項  
(ｱ) 調査の実施者  
  調査は、調査員１名以上で行うものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ)～ (ｳ)  （ 略 ）  

 

イ 具体的事項  
(ｱ) 面接調査の方法 

     a  （ 略 ）  

     b  確認のための材料の調査方法に係る共通的事項 

      ①～⑪  （ 略 ）  

      ⑫ なお、「確認のための材料」に規定しているマ

ニュアルや規程の有無の確認を行う面接調査にお

いて、その存在が確認されたときは、当該調査年

度の翌年度以降は特段の事情が無い限り、あらた

めて当該確認済材料の確認を行わないこととする。

 ただし、当該事業者が報告の対象外となり、あ

らためて報告の対象となった場合は、この限りで

ない。 

 

⑬ 居宅介護支援 

 

２ ～ ５  （略） 

 

６  調 査 事 務 の 実 施  

 (1)～ (3) （ 略 ）  

 (4) 調 査 事 務 の 方 法  

ア 基本的事項  
(ｱ) 調査の実施者  
  調査は、調査員２名以上で行うものとする。  

また、調査事務の円滑な実施のため、当面、調査

員２名のうち１名は、調査対象サービスに関する知

識を予め有する者を充てることが望ましい。  
 なお、調査対象サービスに関する知識を予め有す

る者については、介護支援専門員、調査対象サービ

スに関する一定の実務経験を有する者等のうち、都

道府県知事が認めた者とする。  
(ｲ)～ (ｳ)  （ 略 ）  

 
イ 具体的事項  

(ｱ) 面接調査の方法 

     a  （ 略 ）  

     b  確認のための材料の調査方法に係る共通的事項 

      ①～⑪  （ 略 ）  
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～以下略～ 

 

別添１～３様式 （別添のとおり改正する。） 

～以下略～ 

 

別添１～３様式 （別添のとおり改正する。） 

 

 


